
第6号様式 (第9条関係)                                   別紙 9

定 款 変 又 届 出 書

平成 25年  3月   日

神奈
"八

知事殿

主たるす務所の所在地

神″川県青案区もみの木台10番地3

その他の茎務所の所在地

東京都品川区大綺3丁曰10番17号

静岡県伊豆の国市茶古谷2219番地の60

南箱根グランビュー413号

特定非営利活動法人 日ネ芸術宗協会

理事長  清本 宏  印

電 話 番 号   045-905-2065

次のとおり定京を変更しましたので lI定,1営沐1活動lFF進法第25条第6項 (第52条第 1項の規定により読み

替えて適用する勲 5条第6項〉の規定により届け出ます

変更の内容

新 1日

特定非営和1活動法人日本芸術家協会定款

略
(事務所)

第2条 この法人は 主たる事務所を神刹 1県

青薬区もみの木台10審地3こ置く.
2 この法人は前項のほか 従たる事務所を

東京都品
"区

西品JttT目 2蕃12号 及び静岡

県

'豆

の国市奈古谷2219番地の60 南箱根
′ランビュー81o号に置く.

付 則

この庁款 は  平成 25年  3Я  17日 か ら

茄布 する

特定非普和1活動法人日本芸術家協会定款

略
(事務所)

第2条 この法人は 主たる事務所を神奈

"県肯葉区もみの木台10番地3に置く
2 この法人は前

'の

ほか 従たる事務所を
東京都品

"区

大崎3丁曰10番17号 及び確岡
県伊豆の国市茶古谷2219番地の60 南箱根
グランビュー413号に置く

変更の理由 従たる専務FTTの移転に伴う事務所の所在地の変更
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定 漱 変 更 認 証 申 請 書

平成 25年   月

71茶J県 知専殿

主たる苺務Tlの所在地

神奈川県青葉区もみの水台10番地3

その他の辛務所の所在地

東京都品川区西品

"貶
丁日2番12号

静岡県,豆 の国市茶古谷2219番地の60南 箱根

′ランビュー31o=

特定|1営利活動法人 日本芸術家脇会

理事長  清水 宏  印

電 話 番 号  045-905-2065

Xの とおり定款を変更することについて 特定非枷 幡 動促進法第25条 第 3項の認定を受けたいので

申詢します.

変工のl・l容

,定 非営利活動法人日本芸術家協会定款

“
(積 別)

第6条 この法人の会員は次の 3種 とし 特■
‐

非営利活動促進法 (以下 「法Jと いう )

上の社員とする.
(l)正 会員 この法人の曰的に賛同し活動の

主力となる個人
(2)準 会員 この法人の日的に賛同して入会

した個人
(3)着助会目 この法人の日的に贅同し活動

を支援するため入会した個人

略
(解 任)

第19条 役員が各号の一に該当するに至つたと
きは 総会において会員総数の3分の2以上の

護決により これをn7`す ることができる.
この場合 その■員に対 し 餞決の前に,明
の機会を与えなければならない.
(1)職 務の遊●に鷲えない壮況にあると認め

られるとき

皓
(権 能)

第25条 総会は 次の事項について議決する

0)定 訳の変夏
(2)解 散
(3)合 171
(4)事 業訓画及び予算に関する事項
(5)事 業報告及び決算に関する事項

略
(資産の構成)

第42条 この法人の資産は 次の各号に謁げる

ものをもつて構成する

特定非営利活動法人日本芸術家協会定款

略
(種 別)

第6条  この法人の会員は次の 3種 とし 特定
非著利活動促進法 (ll下 『法Jと いう )
上の社員とする.
(D正 会員 この法人の目的に賛同し活勁の

主力となる個人
(2)準 会員 この法人の目的に賛同して入会

した個人
(め 一征会昌 この法人の日蒟に贅同し活動

を支援するため入会 した個人
略
(解 lI)

第194 ■員が各号の一に該当つ
~る

に至つたと
きは 総会において会員絡数の3分の2以上の
議決により これを解任することがてきる.
この場合 そのa員 に対し 議決の前に弁明
の機会を与えなければならない
(D い夕の故障のたあ 跛務の遂行に堪えな
いと認められるとき.
略
(権 能)

第25条 総会は 次の事項について識決する.
Ⅲ)定 款の変更
("解 散

0合 ,
(4)事 業計画及び収支予算に関する事項
(5)事 業報告及嗅 決算に関する苺項
颯任
(資産の構成)

第42条 この法人の資産は 次の各号に掲げる

ものをもって構成する
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変更の内容

■)設
'当

初の財産月録に記載された贅産
(2)入会金及び会費
い)寄 付全
(4)財産から生じる1'本
(5)事業に伴う1,希
(6)そのlLの収益

嗜
(会計の原則)

第44条 この法人の会計は 次に掲げる原見収こ

従つて■うものとする
(1)会計簿は 正規の簿記の原卿|こ従つて正

しく記帳すること
(2〉活動計菫事 '借 対照表及び財産日録は

会計脩に基づいて活動に係る事業の実綺及び

財政状lLIに関する真実な内容を明瞳に表示し

たものとすること
(事業調画及び予算)

第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予

筆ま 理事長が作成し 終会の義決を経なけ

ればならない.
(暫定予宴)

第16条 前条の規定にかかわらつヽ やむを得な
い理由により予宴が咸立しないときは 理事

長は 理事会の譲決を経て 子算成立の日ま

で前事業年度の予算に準じ収常
'用

を茄行す

ることができる
2 前項の1又益摯用ま 新たに成立した予算の

収帯書用とみな・ヽ
停 業報告及び決算)

第47条 この法人の事業燎告及罐 ま 毎事

業年度ごとに,事 長が事業報七書 活動計算

豊 貸借対照表及び財産日録等として作成し

監寧の監査を経て その午度終了後3か 月以

内に給会の承認を得なければならない

略
(長効借入金〉

第49条 この●_人 が資金の倍入をしようとする

ときは その事業■度の1●♯を ,ヽつて償還す

る短期僣入全を除き 総会の承記を得なけれ

ばならない.
碇 款の変更)

第50条 この法人が定款を変更じようとすると

きは 絡会に出席した会員の4分 の3以 上の

議決を得なければならない

2定 款の変更は よに掲げる事項については

所綸庁の認証を得なければならない
(1)目 的
(2)名 称
(3)特 亨非悧 活動の補輌乃ボ 当議特常■せ

濶活動に係 る事業の極類

■|(所 膿庁の替■を伴 う,,のに限る )
(5)会 目の奎格に間す る事項

Ⅲ)設 立当初の財産曰録に記載された資産
(2)入会仝及び会費
(3)牛 付金
(4)財 産から生じる虹入
(5)事 業に伴 う1文入
(6)そ の他の1又入

,,
(会計の原則)

第44条 この法人の会計は 次に掲げる原則に

従つて● うものとする.
(1)会計棒は 正規の韓記の原貝嶼こ従ぅて正

しく記4長→
‐
ること

(2)財 産目録 '借 対照表及び収支計筆害は

会計簿に基づいて雲=及 び財政状館に関する
真宴な内容を明り■うに表示したものとする
こと.
(事業計画及び収支予算)

第45条 この法人の事業計面及びこれにlIうユ

=テ 算は 理事兵が

`成

し 総会の議決を経
なければならない
(暫定予算)

第46条 前条の規定にかかわらす やむを得な
い理山により予算が成立しないときは 理事

長は 理事会の議決を経て 予算成立の日ま

で前事業年度の予算に準じ1又入支出すること

ができる.
2 前項の収入支出は 新たに成立じた予宴の

収入支出とみなす.

停 業|1告及び雲=決 鋤
第47条 この法人の事業報告及び収支決算は

毎事業年度ごとに理率長が事業報告書 収文
計筆= 貸借対照表及び財産口録等として作
成し 監事の監査を経て その年度終了後 3

か月以内に絡会の承認を得なけれ千まならない

略
(長勁借入全)

第49条 この法人が資全の借入をしようとする

ときは その事業年度の収入をもって償還す

る短期借入金を除き 総会の承認を14なけれ

ばならない.

第60条 この法人が定款を変夏しようとすると

きは 総会に出席 した会員の 3今 の 2以 上の

議決を得なければならない.
2定 款の変更は 次に掲げる事●を除いて所
婿庁の認証を得なければならない.
(l)主たる事務所及びその他の事務所の所在
地 (所軽庁の変更を伴うものに限る )
(2)資産に関する事項
(8)広告の方法
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変更の内容

のを験 く_)
(7)全 議に閣す る=頂
(8)そ の籠の事業 ″●rう場合には その積類

その他 当該その11の=業 に間す る事項
(9)解 餞に関す る事項 崚 余財産の帰属すベ

き者に係 る|,のに限る )

`10)庁

兼の弯豆に間す る事夏

(解 散)

第51条 この法人は 次に掲げる事由により

解餃する
(1)総 会の決議
(2)目 的とする特定非営不1活動に係る事業の

成功の不能
(3)会 員の欠乏
(4)合 lT
(5)破 産手続開始の決定
(6)所 館庁による設立記証の取り消し
2 前項第 l=の 事白によりこの法人が解狡す
るときは 会員総黎の4'の 3以 上の承詰を

得なければならない

略
(残余財産の帰属)

第52条 この法人が解散 (合

'1又

は破産手紀開
始の決定による海轍 を除く.)し たときに残

存する財産は 法第H条 3項に掲げる者のう
ちから解散総会にて選定する.
(合 併)

第53条 この法人が合

"し

ようとするときは

総会において会員総賦の4今 の3以 上の歳決
を8 かつ 所導庁の認証を得な得ればなら

なt .ヽ
(広告の方法)

第54条 この法人の解散事白に係る公告は 二
の法人の格示場に掲示十るとと|,に 官報に

掲載して行う
略

悧

このF款 は 平成  年  月  日から

肺行する

(解 散)
第51条 この湾人は 次に掲げる事由により

解漱する
(D絡 会の決議
(2)日 ||とする特定非営利活動に係る事業の

成功の不能
(3)会 員の欠乏
(4)合 併
(5)破 産手続開始の決定
(6)所 轄庁による設立認証の取 ,消 し
2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散す
るときは 会員総数の3'の 2以 上の承著を

得なければならない.
略
(残余財産の処分)

52条 この法人がn7餃 (合併又は破産手続開
始の決定による解極を除く.)じ たときに″

存する財産の護渡午は法第lI条3項に掲げる

者の うちから崎

`餞

総会にて選定する.
(合 併)

第53条 この法人が合併しようとするときは

・.会において会員総数の 3分 の 2以 上の議決
を経 かつ 所轄庁の認証を得な得れば/Jら

ない
(広告の方法)

第54条 この法人の解散事由に係る公告ほ 官
報に掲鷲 して行う

略

―般会員と一般出品者との混同を避けるため

法改正による文言等の修正
変更の理白


